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需給調整市場の参⼊にあたり
提出が求められる需要家リストについて

２０１９年２⽉８⽇
調整⼒の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会事務局

第20回 調整⼒の細分化及び広域調達の
技術的検討に関する作業会 資料３
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課題 これまでの議論の⽅向性 ⼩委における論点

3-1
⼀般送配電事業者と発電・
⼩売事業者間の契約・精算
プロセス

 ΔkWは調達段階の商品区分で
精算

 kWhはユニット単位のkWhで
V1/V2単価により精算

 TSO-BG間の契約・精算プロセス
およびスケジュール

 アグリゲーターに係る計量⽅法と
精算⽅法

3-2 余⼒活⽤に係る具体的な
仕組み

 年初に公募に基づく契約を⾏う  容量市場におけるリクワイアメント等
を前提とした余⼒活⽤の具体的な
仕組みの検討

 kWh単価の登録および変更時期

3-3 商品設計

 商品区分、商品の要件は意⾒募
集のとおり

 意⾒募集を踏まえた要件の確定
 新たなリソースを踏まえた際に、取り
決めておくべき事項の整理（DRに
おけるベースラインの考え⽅など）

3-4 調整⼒を確実に調達する
ための調達スケジュール

 三次調整⼒②︓前⽇スポット後
 上記以外 ︓週間

 三次調整⼒②以外の調達時期
 FIT①発電計画⾒直しの動向を
踏まえた三次調整⼒②調達量等
の検討

本⽇の議題
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 需給調整市場には、既設の発電機のみならず、複数の⼩規模な発電機（⾃家発等）および需要家等をアグリ
ゲートした事業者が市場に参⼊することが想定される。

 このようなリソースをアグリゲートして参⼊する事業者は、その能⼒の評価、実績の評価および精算を⾏うため、応札す
る個々のリソースの情報や、どのリソースをアグリゲートして調整⼒を提供するのかといった情報を、市場運営者にあらか
じめ提出しておく必要がある。

 本⽇は、アグリゲートされたリソースに関する情報およびどのリソースを⽤いて調整⼒を提供するのか、こうした情報の提
出を求める時期やその⽅法等についてご議論いただきたい。

本⽇ご議論いただきたい内容
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余⽩
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応
札
ま
で
の
流
れ

項⽬ 今後検討が必要な課題と主な論点 商品毎の
検討要否

市場参⼊
資格審査

• 需給調整市場への参⼊資格要件の整理
 事業者に求める資格要件（財務要件、ライセンス等）
※電気事業法におけるライセンスの整理を含む

－

⼯事施⼯ （専⽤線の設置⼯事等） －

事前審査
• 市場参加者が応札するリソースについて、商品要件への適合性確認テストの整理
 応動速度、継続時間、変化量、ベースライン等、技術審査にかかるテスト内容
の詳細を整理

 サイバーセキュリティの要件詳細
要

契約締結
• 各事業者にて準備若しくは取得が必要な契約類の整理
 「需給調整市場」、「余⼒活⽤」の観点から、容量市場の要求事項との関係も
含め必要となる契約を整理

 各契約で主に求める事項を整理
－

応札
• 需要家リストの変更時期
• （参考）kWh単価の変更時期
※⼀般送配電事業者が中給改修の検討の中で検討

（調達スケジュールは、１次〜三次➀を週間、三次②を前⽇とすることで整理済み）
－

出所）第8回需給調整市場検討⼩委員会（2019.1.24）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

（参考）業務フローにおいて今後検討が必要な課題と主な論点（１／２）



5（参考）業務フローにおいて今後検討が必要な課題と主な論点（２／２）

落
札
か
ら
精
算
ま
で
の
流
れ

項⽬ 今後検討が必要な課題と主な論点 商品毎の
検討要否

落札 • 落札者に求められる要件（リクワイアメント） －

発動 － －

応動実績
の評価

（ｱｾｽﾒﾝﾄ）

• 計量地点、計量器等の整理
 受電点もしくは機器個別計測
 必要となる計量器の整理および計量法との関係

• 計量データの収集主体の整理
 アグリゲートされるリソースの計量主体の検討

• 発動実績の評価⽅法（アセスメント）と必要となる計量データの整理
 応動速度、継続時間、変化量、ベースライン等、技術審査にかかる項⽬毎に詳
細を整理（商品により必要となる計量データは異なることが考えられる）

要

ペナルティ
判定

• ペナルティに関する詳細内容を整理 要

精算
• 精算時期の整理
 アセスメント、ペナルティ等の事務⼿続きを考慮
 預託⾦の取り扱い

要

出所）第8回需給調整市場検討⼩委員会（2019.1.24）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html



6需要家リストの⽬的および内容（１／２）

 リソースをアグリゲートして需給調整市場へ参⼊する場合、そのリソースには⼩規模な発電機（⾃家発等）やDSR等、
様々な電源種が想定される。

 ⼀⽅、系統運⽤上重要な役割を担っている調整⼒としてこうしたリソースを活⽤することを踏まえ、その能⼒の評価や
実績の評価、精算を⾏う必要があることから、アグリゲートされたリソースに関する詳細情報等について、市場運営者で
ある⼀般送配電事業者があらかじめ把握しておく必要がある。

 これらあらかじめ提出される必要となる情報は、主に以下の⼆つに分類される。
 アグリゲーターが供出する個々のリソースの情報（以下、「需要家リスト」という）
 応札・発動時に、需要家リストから選択したリソースの組み合わせに関する情報（以下、「パターン」という）



7（参考）需給調整市場検討小委員会における委員のご発言について

 需給調整市場検討⼩委員会におけるこれまでの議論の中でも委員からVPPの需給調整市場への参⼊にあたり、リ
ソース（＝需要家）の登録時期及びポートフォリオ（パターン）の変更時期について、今後検討すべきとのご意⾒を
いただいた。

 （中略）7、8ページに、電源等の性能とkWh単価等の登録とあるが、先ほど、野村委員からもあったように、
需給調整市場のプレイヤーで⼤多数を占めるのは旧⼀般電気事業者の電源であることは認識している。他⽅
、市村委員から意⾒があったように、DR、あるいはそれらをポートフォリオ化したVPPというのが⼀定量、今後、
市場に参加してくるということも考えられる。VPPでは、電源等の性能あるいはΔkW単価は、その時々でポート
フォリオが組み変わるので、その登録の柔軟性について、今後の新規参⼊を踏まえて確保していただきたい、とい
うのが1つ⽬の意⾒である。
（第１回需給調整市場検討⼩委員会 久保⽥委員ご発⾔）

 （中略）5ページの案2のところで、毎⽇ユニットの数だけの出⼒帯でのV1、V2という概念があり、これを考える
と、案3が30分毎になっているが、1⽇に1つとなっているので、要は、案１と案2はブロックごとにkWh単価を変
えることができないのではないか、と理解した。電源の場合は性能でkWh単価が決まっているので良いが、VPP
の場合は、時間帯によってポートフォリオが変わるという指摘を、私は第1回本⼩委員会でもしたはずだが、その
反映ができないために安く応札できる時間帯でもポートフォリオの関係で1番⾼い時間の価格で応札しないとい
けないということが出てくるのではないか。
（第４回需給調整市場検討⼩委員会 久保⽥委員ご発⾔）

【委員からのご意⾒】



8需要家リストの⽬的および内容（２／２）

【需要家リストに提出を求める情報】
需要家リストに記載する主な項⽬例
• 需要家名称 • 供出⽅法
• 所在地 • ⼩売BGコード
• 供給地点特定番号 • 電源等種別
• 供出電⼒ • 他の需要抑制契約
• 電圧

パターン
リソース ① ②

リソースA ○ ○
リソースB ○ ○
リソースC ○
リソースD ○
リソースE ○
リソースF ○
リソースG ○

リソースZ ○
合計 [ΔkW]

(試験により確認された
供出可能量)

10,000 3,000

【リソースの組み合わせパターンのイメージ】

【参考】電源Ⅰ´における項⽬
• 需要家名称 • 電源等種別
• 所在地 • 供出⽅法
• 供給地点特定番号 • 指令⼿段
• 供出電⼒ • 他の需要抑制契約
• 電圧 • 計量器の有無

 需要家リストに提出を求める情報およびリソースの組み合わせパターンに関するイメージは以下のとおり。



9（参考）容量市場検討会における需要家リストの審議状況について

 容量市場においても、参⼊事業者に対し需要家リストの提出を求めているところ。

出所）第8回 容量市場の在り⽅等に関する検討会（2018.1.31）
https://www.occto.or.jp/choutatsu/2018/files/181219_youryousystem_youkenteigi_besshi2.pdf



10（参考）容量市場における需要家リストにて提出を求めている項目

 容量市場における需要家リストにて提出を求めている項⽬は以下の通り。

出所）容量市場システム要件定義所 別紙２をもとに作成
https://www.occto.or.jp/choutatsu/2018/files/181219_youryousystem_youkenteigi_besshi2.pdf



11容量市場および需給調整市場における需要家リストの提出スケジュールについて

 容量市場および需給調整市場の開設に伴う需要家リストに関する提出スケジュールは以下の通り。
 容量市場で落札された全てのリソースが需給調整市場に参⼊することはないとしても、⼀般送配電事業者が事業者

に対して需要家リストの提出を求めるにあたり、容量市場および需給調整市場で重複する項⽬があると想定されるた
め、事業者負担を考慮して、両市場で重複する項⽬の提出⽅法等を⼯夫する必要がある。

 上記の点を踏まえながら、実需給年度における応札・発動時点までの需要家リストおよびパターンの管理について整
理する。

X-3年度 X-2年度 X-1年度 実需給年度（X年）

容量市場
（kW）

需給調整市場
（ΔkW）

需要家リスト
提出

実効性
テスト

需要家リスト
確定

（追加オークション）

【容量市場および需給調整市場における需要家リストの登録スケジュール】

需要家リスト
確定

事前審査
（試験） 実運⽤

今回の検討範囲



12需要家リスト・パターンの登録・変更等にかかるスケジュールについて

 需要家リストの提出にかかる登録および変更のスケジュールは以下の通りとしてはどうか。
① 事前審査までに需要家リスト・パターンを⼀般送配電事業者に提出する。
② ⼀般送配電事業者は需要家リスト・パターンに基づき事前審査を実施。事前審査に合格した需要家リスト・パター

ンで応札可能となる。
③ 需要家リスト・パターンを変更する場合、応札⽉の３ヶ⽉前までに再度需要家リスト・パターンを提出（変更申

請）し、再審査を実施。再審査に合格すれば、需要家リスト・パターンの変更が可能とする。なお、パターンの変更
は、季節により需要動向が変わること、事前審査に時間を要すること等を考慮して四半期毎に変更可能とする。

④ 応札時には登録されたパターンを⼀つ選択し、提出する。その応札上限は事前審査時点のΔkWの供出可能量と
する。

⑤ 落札後、ΔkW量が落札量を下回らないパターンへの差し替えは、需要計画の締切まで可能とする。

変更後の需要家
パターンで応札

・⼯事施⼯
・契約協議

②事前審査
(試験)

参⼊
申込

市場参⼊
可否判定

審査依頼 契約締結

応札

３ヶ⽉程度

【需要家リストの登録・変更に係る流れ（イメージ）】

変更受付
期間

年度末
▼

④需要家
パターン選択・提出

変更による
再審査

➀需要家リスト提出
（パターンも同時提出）

四半期毎に
リスト変更可

３ヶ⽉程度

差替

③需要家
リスト変更申請締切

実運⽤
▼

⑤需要家
パターン選択・提出



13（参考）需要家リストの変更申込およびこれに係る事前審査スケジュール

 需要家リストの変更は四半期毎に変更可能とし、それぞれ申込期限を設定し、変更申請を受領した上で⼀般送配
電事業者にて当該期間分のリソースについて事前審査を実施する。

３Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉

【需要家リストの変更申込およびこれに係る事前審査スケジュール（イメージ）】

第２Q申込期間 第２Q事前審査 応札
3/31締切

第３Q申込期間
6/30締切

第３Q事前審査 応札

第4Q申込期間 第4Q事前審査
9/30締切



14（参考）需給調整市場の業務フローにおけるリソースに関するリストの提出について

 第５回需給調整市場検討⼩委員会において、市場参加者は参⼊にあたって前年度までにアグリゲートするリソースに
関するリストの提出を求められているところ。

出所）第5回需給調整市場検討⼩委員会（2018.7.31）資料２をもとに作成
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html



15リソースのパターンについて

 四半期毎にリソースおよびパターンを⼊れ替えることが可能となるため、運⽤時にリソースを⼊れ替えることでより柔軟な
応札が可能となるが、需要家をリソースとした場合、その需要は時々によって⼤きく変動することも想定される。

 こうした点を踏まえると、四半期毎に提出可能なパターンについて、市場開設当初は各期に１０パターンまで提出可
能とすることとしてはどうか。これにより、年間４０パターンから選択した応札、発動が可能となる。

 他⽅、アグリゲーターは多様な能⼒を持つリソースを組み合わること、そのリソースをパラレル、シリースで制御することによ
り、商品の要件に適合した調整⼒を総合的に⽣み出すビジネスモデルである。このためパターンを変更した場合、その
能⼒も変更されるが、変更後の能⼒はリソースを組み合わせることで初めて把握できることから、パターン変更の都度、
再審査が必要となる。

 このため、パターンの審査にあたっては⼀度の試験で複数のパターンを評価若しくはパターン変更の際に過去のデータを
使⽤するなど様々な審査⽅法が考えられることから、事業者から提出される試験データ等を勘案して審査⽅法の詳細
を決定することとしてはどうか。

 また、事前審査の実施時期および発動時期では時期的な隔たりがあり、需要規模が変わる可能性もあることから、こ
れらにかかる補正についても、過去の試験データー等に基づき決定することを許容してはどうか。



16リソースのパターン提出イメージについて

 需要家リストにおけるパターンの提出イメージは以下の通り

【需要家リストにおけるパターン提出イメージ】 ＜対象商品︓三次②＞
パターン

リソース ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
リソースA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リソースB ○ ○ ○
リソースC ○ ○ ○ ○
リソースD ○ ○ ○ ○
リソースE ○ ○ ○ ○
リソースF ○ ○ ○
リソースG ○ ○ ○ ○

リソースZ ○ ○ ○ ○
合計 [ΔkW]

(試験により確認された
供出可能量)

10,000 3,000 3,000 4,500 4,500 1,500 6,500 5,000 5,000 2,000
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項⽬ システム 前週 前⽇ GC 実運⽤

今
回
⾒
直
し
案

kWh単価
(メリットオーダー)

中給
システム

需要家
パターン

(アセスメント・清算)

市場
システム

（参考）kWh単価の登録期限および需要家パターンの登録イメージ

項⽬ システム 前週 前⽇ GC 実運⽤

こ
れ
ま
で
の
検
討
状
況

kWh単価
(メリットオーダー)

中給
システム

需要家
パターン

(アセスメント・清算)

市場
システム

※ブロック毎に選択

ΔkW応札時選択
（⼀次〜三次①）

ΔkW応札時選択
（三次②）

需要計画
締切まで
変更可

案１
前⽇まで
変更可

案２
直前まで
変更可



18需給調整市場の契約体系における需要家リスト・パターンの位置付けについて

 第８回需給調整市場検討⼩委員会において、以下の通り契約体系について整理された。
 需給調整市場に関する契約に付随した覚書において、対象ユニット等について記載することとされていることから、需要
家リスト・パターンについてもあわせて本覚書にて取り扱うことでどうか。

出所）第8回需給調整市場検討⼩委員会（2019.1.24）資料２をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

（需要家リスト・パターン）



19まとめ（１／２）

需要家リストの取り扱いについては以下のとおりとしてはどうか。
（市場参⼊者に提出を求める情報）
 アグリゲートされたリソースに関する詳細情報等について、能⼒の評価や実績の評価、精算を⾏うため、市場運営
者である⼀般送配電事業者は事業者に対し以下の情報について提出を求めることとする。
 アグリゲーターが供出する個々のリソースの情報（需要家リスト）
 応札・発動時に、需要家リストから選択したリソースの組み合わせに関する情報（パターン）
 需要家リストにおいて設定可能なパターン数の上限を10パターンとする

（スケジュール）
 需要家リストの提出にかかる登録および変更のスケジュールは以下の通りとする。

① 事前審査までに需要家リスト・パターンを⼀般送配電事業者に提出
② ⼀般送配電事業者は需要家リスト・パターンに基づき事前審査を実施
③ 事前審査に合格することで、その需要家リスト・パターンで応札可能となる。
④ 応札⽉の３ヶ⽉前までに再度需要家リスト・パターンを提出（変更申請）し、再審査を実施して合格すれ
ば需要家リスト・パターンの変更を可能とする。なお、パターン変更は、季節により需要動向が変わること、
試験に時間を要することを考慮し、四半期毎に変更可能とする。

⑤ 応札時には、登録されたパターンを⼀つ選択し提出する。その応札上限は試験時点のΔkW量とする。
⑥ 落札後、需要計画の締切までΔkW量が落札量を下回らないパターンへの差し替えは可能とする。

 パターンの審査にあたっては⼀度の試験で複数のパターンを評価若しくはパターン変更の際に過去のデータを使⽤
するなど様々な審査⽅法が考えられることから、提出される試験データ等を勘案して審査⽅法の詳細を決定する。

 事前審査の実施時期および発動時期では時期的な隔たりがあり需要規模が変わる可能性もあることから、これら
にかかる補正についても、過去の試験データー等に基づき決定することを許容する。
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（その他課題等）
 需要家リスト・パターンの登録にかかる業務のシステム化については⼀般送配電事業者にて引き続き検討していく。
 需要家リストにおけるパターン数の上限等について、市場開設時点では10パターンとするが、市場参加者のニーズ
に応じて、随時その変更を検討する。


